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山　　形　　県　　公　　報 号外(25)平成16年４月１日（木曜日）

平成16年４月１日（木）

 

号　　外（25）

  目　　　　　次  

規　　　　　　　則

　○知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一部を改正する規則………………………（人　事　課）…１

訓　　　　　　　令

　○山形県事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する訓令…………………………（　　同　　）…同

  規　　　　　則 

　知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成16年４月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

山形県規則第37号

　　　知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一部を改正する規則

　知事の権限に属する事務の委任に関する規則（昭和41年９月県規則第70号）の一部を次のように改正する。

　第７条第２号イ中「第39条第１項、第２項及び第３項」を「第39条第１項及び第２項」に改め、同条第３号中ハ

をニとし、ロをハとし、イをロとし、同号にイとして次のように加える。

　　イ　第５条の規定による確認に関すること

　第15条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とする。

　別表受任者の欄中「高等技術専門校長、職業能力開発専門校長」を「山形職業能力開発専門校長」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

  訓　　　　　令 

山形県訓令第９号

庁　　　　　中　　　

出　先　機　関　　　

　山形県事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

    　平成16年４月１日

 山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄　　　

　　　山形県事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する訓令

　山形県事務代決及び専決事務に関する規程（昭和28年12月県訓令第49号）の一部を次のように改正する。

　第４条第１項中「（課内室の室長以外の室長を含む。以下同じ。）」を削り、同条第２項中「（所属職員の人事、給

与及び服務（旅行命令及び復命に関することを除く。）に関すること並びに物品の管理に関すること並びに予算の

執行に関連のあることを除く。）」を削り、同項に次のただし書を加える。

　　ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。

(毎週火・金曜日発行)
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　(1)　人事、給与及び服務に関すること（旅行命令及び復命に関すること並びに時間外勤務命令及び休日勤務命令

に関することのうち室長等以外の所属職員に係るものを除く。）。

　(2)　物品の管理に関すること。

　(3)　予算の執行に関連のあること。

　第７条第１項中「次項」を「第３項」に改め、同条第２項中「室長等」を「課内室の室長」に改め、「又は業務

名を冠する主幹補佐（以下「室長補佐等」という。）を置く課にあつては室長補佐等が、室長補佐等を置かない課

にあつては課長補佐」を削り、同条第３項中「課長補佐にも事故があるときは、技術については技術補佐」を「業

務名を冠する主幹の専決事務については、課長、室長等ともに事故があるときは、課長補佐（課内室に置く業務名

を冠する主幹の専決事務にあつては室長補佐」に改め、同条第５項を同条第６項とし、同条第４項中「前３項」を

「前各項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。

４　前３項の規定によつて代決を得ることができないときは、専門員が担当する事務については専門員がその事務

を代決する。

　第12条第２項中「（室を含む。）」を削る。

　別表第１人事・服務の項第１項副知事専決事項の欄中「並びに次長及びこれに相当する職にある職員（以下「次

長等」という。）」を削り、同項部長専決事項の欄中「課長及び」を「次長及び」に改め、「出納局工事検査室検査

主幹を除く。」を削り、「「課長等」」を「「次長等」」に、「専門委員」を「課長」に改め、同項総合支庁長専決事項

の欄中「並びに部長、医療監（庄内総合支庁の医療監に限る。）及び農林技監（以下「部長等」という。）」を「及

び部長」に改め、同項総合支庁部長専決事項の欄中「（庄内総合支庁の医療監を除く。）」を「、農林技監」に改め、

同表人事・服務の項第２項副知事専決事項の欄中「及び次長等」を削り、同項部長専決事項の欄中「課長等」を

「次長等及び課長」に改め、同項総合支庁長専決事項の欄中「部長等」を「部長」に改め、同表人事・服務の項第

５項副知事専決事項の欄中「及び次長等」を削り、同項部長専決事項の欄中「課長等」を「次長等及び課長」に改

め、同項総合支庁長専決事項の欄中「部長等」を「部長」に改め、同表人事・服務の項第７項副知事専決事項の欄

中「及び次長等」を削り、同項部長専決事項の欄中「課長等」を「次長等及び課長」に改め、同項総合支庁長専決

事項の欄中「部長等」を「部長」に改め、同表人事・服務の項第８項副知事専決事項の欄中「及び次長等」を削り、

同項部長専決事項の欄中「課長等」を「次長等及び課長」に改め、同項総合支庁長専決事項の欄中「部長等」を

「部長」に改め、同表人事・服務の項第９項副知事専決事項の欄中「及び次長等」を削り、同項部長専決事項の欄

中「課長等」を「次長等及び課長」に改め、同項総合支庁長専決事項の欄中「部長等」を「部長」に改め、同表人

事・服務の項第11項副知事専決事項の欄中「及び次長等」を削り、同項部長専決事項の欄中「課長等」を「次長等

及び課長」に改め、同項総合支庁長専決事項の欄中「部長等」を「部長」に改め、同表人事・服務の項第12項副知

事専決事項の欄中「及び次長等」を削り、同項部長専決事項の欄中「課長等」を「次長等及び課長」に改め、同項

総合支庁長専決事項の欄中「部長等」を「部長」に改め、同表の備考第１項の表中「庄内総合支庁の各課を除く」

を「村山総合支庁及び置賜総合支庁の各課に限る」に改め、「（庄内総合支庁を除く。）」を削り、同備考第４項中

「及び室」を削り、「事務」を「事務（土木部各課（建設企画課を除く。）に係る財務の項第15項に掲げる事務を除

く。）」に改め、同項の表中「（財務の項第15項に掲げる事務を除く。）」を削り、土木部建設業調整室の項を削り、

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、「庄内総

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

合支庁を除く」を「村山総合支庁及び置賜総合支庁に限る」に、「庄内総合支庁に」を「最上総合支庁及び庄内総

合支庁に」に改め、同備考第５項の表中「庄内総合支庁の各課を除く」を「村山総合支庁及び置賜総合支庁の各課

に限る」に改め、「（庄内総合支庁を除く。）」を削る。

　別表第２総務部の項市町村課の項地方自治法に関すること。の項部長専決事項の欄第１項を削り、同表文化環境

　　　　「　　　　　　　　「

部の項中　　　　　　　　を　　　　　　　　に改め、環境企画課の項を削り、同部の項環境保護課の項中　　

　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　」

 

出納局各課室 出納局各課

学事振興課 学術振興課
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表健康福祉部の項児童家庭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

課の項山形県心身障害者扶養共済制度条例に関すること。の項を削り、同部の項障害福祉課の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表農林水産部の項生産流通

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

課の項公有水面埋立法に関すること（漁港区域に係るものに限る。）。の項部長専決事項の欄第１項を次のように改

める。

　１　第47条第１項の規定による認可の申請に関すること。

　別表第２農林水産部の項生産流通課の項公有水面埋立法に関すること（漁港区域に係るものに限る。）。の項部長

専決事項の欄第２項から第11項までを削り、同課の項漁業法に関すること。の項副知事専決事項の欄第２項中「第

67条第５項」を「第67条第４項」に、「海区漁業調整委員会等」を「内水面漁場管理委員会」に改め、同欄第３項中

「第100条（第132条において準用する場合を含む。）」を「第132条において準用する第100条」に改め、同課の項漁

１　第７条第４

項の規定によ

る国定公園の

公園事業の決

定に関するこ

と。

自然公園法に関

すること。

１　第３条第１

項の規定によ

る許可に関す

ること。

温泉法に関する

こと。

２　第９条第１

項の規定によ

る許可に関す

ること。

１　第７条第４

項の規定によ

る国定公園の

公園事業の決

定に関するこ

と。

自然公園法に関

すること。

２　第63条第２

項の規定によ 

る身体障害者

更生援護施設

及び知的障害

者援護施設の

建物その他の

設備の規模等

の変更の許可

に関すること。 

２　第63条第２

項の規定によ

る許可に関す

ること。

１　第８条第３

項の規定によ

る免除に関す

ること。

山形県心身障害

者扶養共済制度

条例に関するこ

と。
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業法に関すること。の項部長専決事項の欄第７項中「聴取」を「聴取（内水面に係るものに限る。）」に改め、同欄

第８項を次のように改める。

　８　第67条第９項の規定による催告及び同条第11項の規定による命令（内水面に係るものに限る。）に関するこ

と。

　別表第２出納局の項経理課の項中「（病院事業会計に係るものを除く。）」を削り、同部の項中

「　　　　　　　　「

　　　　　　　　を　　　　　　　　に改める。　                                             

　　　　　　　」　　　　　　　　」

　別表第３総務企画部の項総務課の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同部の項企画振興課の項地方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

自治法に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄に次の１項を加える。

　４　第295条の規定による財産区議会条例の設定に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉課の項児童福祉法に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄中第５項を第６

項とし、第２項から第４項までを１項ずつ繰り下げ、第１項の次に次の１項を加える。

　２　第34条の５の規定による命令（障害児相談支援事業及び児童自立生活援助事業に係るものを除く。）に関する

こと。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉課の項児童福祉法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄中第１項を第

４項とし、同項の前に次の３項を加える。

　１　第21条の10第１項の規定による指定居宅支援事業者の指定に関すること。

　２　第21条の20の規定による届出の受理に関すること。

　３　第34条の３第１項から第３項までの規定による届出の受理（障害児相談支援事業及び児童自立生活援助事業

　　に係るものを除く。）に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉課の項身体障害者福祉法に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄に次の１

項を加える。

　４　第40条の規定による命令に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉課の項身体障害者福祉法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄第１項

を次のように改める。

　１　第17条の４第１項の規定による指定居宅支援事業者の指定に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉課の項身体障害者福祉法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄に次の

５項を加える。

　２　第17条の10第１項の規定による指定身体障害者更生施設等の指定に関すること。

　３　第17条の20の規定による届出の受理に関すること。

　４　第17条の27の規定による届出の受理に関すること。

　５　第17条の29の規定による届出の受理に関すること。

　６　第26条第１項から第３項までの規定による届出の受理に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉課の項社会福祉法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄第２項中「軽

費老人ホームの設置の」を削り、「受理」を「受理（軽費老人ホーム、身体障害者更生援護施設及び知的障害者援

護施設に係るものに限る。）」に改め、同欄第３項中「軽費老人ホーム、身体障害者更生援護施設及び知的障害者援

護施設の設置変更の」を削り、「受理」を「受理（軽費老人ホーム、身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護

施設に係るものに限る。）」に改め、同欄第４項中「軽費老人ホームの廃止の」を削り、「受理」を「受理（軽費老

２　日々雇用職

員の任免に関

すること。 

２　日々雇用職

員の任免に関

すること。 

１　職員証の作

成及び交付に

関すること。

服務に関するこ

と。

工事検査室 工事検査課
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人ホーム、身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護施設に係るものに限る。）」に改め、同課の項知的障害者福

祉法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄第１項中「第20条第１項」を「第20条第１項及び第２項」に改

め、「知的障害者居宅生活支援事業等に係る変更の」を削り、同項を同欄第７項とし、同項の前に次の６項を加え

る。

　１　第15条の５第１項の規定による指定居宅支援事業者の指定に関すること。

　２　第15条の11第１項の規定による指定知的障害者更生施設等の指定に関すること。

　３　第15条の20の規定による届出の受理に関すること。

　４　第15条の27の規定による届出の受理に関すること。

　５　第15条の29の規定による届出の受理に関すること。

　６　第18条の規定による届出の受理に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉課の項山形県福祉のまちづくり条例に関すること。の項総合支庁課長専決事項

の欄第３項中「（建築物に限る。）」を削り、同部の項環境課の項鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に関す

ること。の項総合支庁長専決事項の欄中第６項を削り、第７項を第６項とし、第８項を第７項とし、同課の項鳥獣

の保護及び狩猟の適正化に関する法律に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄中第７項及び第８項を削り、

第９項を第７項とし、第10項から第14項までを２項ずつ繰り上げ、同課の項鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する

法律施行規則に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄中第６項を削り、第７項を第６項とし、第８項を第７

項とし、同課の項廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄第１項中「一般

廃棄物処理施設の設置の許可の取消し等」を「命令」に改め、同欄第３項中「第15条の３」を「第15条の３第１項

及び第２項」に、「産業廃棄物処理施設の許可の取消し等」を「許可の取消し」に改め、同項を同欄第６項とし、

同項の前に次の２項を加える。

　４　第14条の３の２第１項及び第２項（第14条の６において準用する場合を含む。）の規定による許可の取消し

（県内に事務所又は事業場を有する者に係るものに限る。）に関すること。

　５　第15条の２の６の規定による命令（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条の２に規定する産業廃

棄物処理施設及び県内に事務所又は事業場を有しない者が設置する移動式の施設に係るものを除く。）に関する

こと。

　別表第３保健福祉環境部の項環境課の項廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関すること。の項総合支庁長専決

事項の欄第２項中「産業廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可の取消し等」を「命令」に改め、同項を同欄第３項

とし、同欄第１項の次に次の１項を加える。

　２　第９条の２の２第１項及び第２項の規定による許可の取消し（最終処分場及び焼却施設に係るものを除く。）

に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項環境課の項廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関すること。の項総合支庁長専決

事項の欄に次の１項を加える。

　７　第19条の８の規定に基づく生活環境の保全上の支障の除去等（当該支障の範囲が所管区域を越える範囲に及

んでいる場合及び当該支障が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条の２に規定する産業廃棄物処理

施設に係るものである場合を除く。）に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項環境課の項廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関すること。の項総合支庁部長専

決事項の欄第３項中「第15条の２の４第３項」を「第15条の２の５第３項」に改め、同欄第７項及び第９項中「同

条第４項」を「同条第６項」に改め、同欄第12項中「第15条の２の４第２項」を「第15条の２の５第２項」に改め、

同欄中第16項を第17項とし、第15項を第16項とし、第14項を第15項とし、同欄第13項中「第15条の２の４第１項」

を「第15条の２の５第１項」に改め、同項を同欄第14項とし、同欄第12項の次に次の１項を加える。

　13　第15条の２の４の規定による届出の受理（最終処分場及び焼却施設に係るものを除く。）に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項環境課の項廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に関すること（県内に事務

所又は事業場を有する者に係るものに限る。）。の項総合支庁部長専決事項の欄に次の１項を加える。

　３　第12条の７第５項の規定による届出の受理（最終処分場及び焼却施設に係るものを除く。）に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項環境課の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

９　第34条第１

項の規定によ

る報告の徴収

及び立入検査

に関すること。
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

        

                

 

９　第34条第１

項の規定によ

る報告の徴収

及び立入検査

に関すること。

１　第42条第２

項の規定によ

る報告の徴収 

に関すること。

建設工事に係る

資材の再資源化

等に関する法律

に関すること。

２　第43条第１

項の規定によ

る立入検査に

関すること。

１　第５条の規

定による事業

場の変更の届

出の受理に関

すること。

ポリ塩化ビフェ

ニル廃棄物の適

正な処理の推進

に関する特別措

置法施行規則に

関すること。

１　第５条の規

定による届出

の受理に関す

ること。

ポリ塩化ビフェ

ニル廃棄物の適

正な処理の推進

に関する特別措

置法施行規則に

関すること。

１　第19条の規

定による指導

及び助言に関

すること。

１　第51条第１

項の規定によ

る登録の取消

し及び命令に

関すること。

使用済自動車の

再資源化等に関

する法律に関す

ること。

２　第20条第１

項及び第２項 

の規定による

勧告に関する

こと。 

２　第58条第１

項の規定によ

る登録の取消

し及び命令に

関すること。

３　第20条第３

項の規定によ

る命令に関す

ること。

３　第66条第１

項（第72条に

おいて準用す

る 場合 を 含

む。）の規定に

よる許可の取

消し及び命令

に関すること。

４　第42条第１

の規定による

登録に関する

こと。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同部の項生活衛生課（最上総

           

             

            

                 

５　第42条第２

項の規定によ

る登録の更新

に関すること。

６　第46条第１

項の規定によ

る届出の受理

に関すること。

７　第47条（第

59条において

準用する場合

を含む。）の規

定による登録

簿の閲覧に関

すること。

８　第48条（第

59条において

準用する場合

を含む。）の規

定による届出

の受理に関す

ること。

９　第49条（第

59条において

準用する場合

を含む。）の規

定による登録

の抹消に関す

ること。

10　第53条の規

定による登録

に関すること。

11　第57条第１

項の規定によ

る届出の受理

に関すること。

12　第60条第１

項の規定によ

る許可に関す

ること。

13　第60条第２

項の規定によ

る許可の更新

に関すること。

14　第63条第１

項の規定によ

る届出の受理

に関すること。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

合支庁にあつては保健企画課）の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 

15　第64条（第

72条において

準用する場合

を含む。）の規

定による届出

の受理に関す

ること。

16　第67条第１

項の規定によ

る許可に関す

ること。

17　第67条第２

項の規定によ

る許可の更新

に関するこ

と。 

18　第70条第１

項の規定によ

る許可に関す

ること。  

19　第71条第１

項の規定によ

る届出の受理

に関すること。

20　第90条第１

項の規定によ

る勧告に関す

ること。

21　第90条第３

項の規定によ

る命令に関す

ること。 

22　第130条第 

１項及び第２

項の規定によ

る報告の徴収

に関すること。

23　第131条第

１項の規定に

よる立入検査

に関すること。

１　第12条の２

の規定による 

事業の登録に

関すること。

建築物における

衛生的環境の確

保に関する法律

に関すること。
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同部の項地域保健予防課の項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　「

中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

 

１　第３条第１

項の規定によ

る調理師の免

許に関するこ

と。

調理師法に関す

ること（住所地

が県外にある者

に係るものを除

く。）。 

２　第５条第１

項の規定によ

る調理師名簿

に関すること。

３　第５条第３

項の規定によ

る調理師免許

証の交付に関

すること。

１　第13条第１

項の規定によ

る免許証の書 

換交付に関す

ること。

調理師法施行令

に 関するこ と

（住所地が県外

にある者に係る

ものを除く。）。

２　第14条第１

項の規定によ

る免許証の再

交付に関する

こと。

１　第12条の２

の規定による

登録に関する

こと。 

建築物における

衛生的環境の確

保に関する法律

に関すること。

１　第27条の規

定による指定

医の診察等に

関すること。

１　第23条の規

定による申請

の受理に関す

ること。

１　第50条第３

項の規定によ

る施設の設置

に係る事項の

変更の届出の

受理に関する

こと。 

精神保健及び精

神障害者福祉に

関する法律に関

すること。

１　第２条第１

項の規定によ

る栄養士の免

許に関するこ

と。

栄養士法に関す

ること（住所地

が県外にある者

に係るものを除

く。）。

２　第３条の２

第１項の規定

による栄養士

名簿に関する

こと。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表産業経済部の項中「（最

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

上総合支庁にあつては産業経済総務課）」を削り、同部の項農業振興課の項農業災害補償法に関すること。の項及び

農業災害補償法施行令に関すること。の項を次のように改める。

 

３　第４条第２

項の規定によ

る栄養士免許

証の交付に関

すること。

１　第５条第１

項の規定によ

る栄養士免許

証の書換え交

付に関するこ

と。

栄養士法施行令

に関すること

（住所地が県外

にある者に係る

ものを除く。）。

２　第６条第１

項の規定によ

る栄養士免許

証の再交付に

関すること。

１　第27条の規

定による指定

医の診察等に

関すること。

１　第23条の規

定による申請

の受理に関す

ること。

１　第50条第３

項の規定によ

る届出の受理 

に関すること。

精神保健及び精

神障害者福祉に

関する法律に関

すること。

４　第25条の２

の規定による

通報の受理に

関すること。

４　第50条の３

第２項の規定

による事業の

実施に係る事

項の変更の届

出の受理に関

すること。

４　第25条の２

の規定による

通報の受理に

関すること。

４　第50条の３

第１項から第

３項までの規

定による届出

の受理に関す

ること。

１　第43条第３

項、第46条第 

３項及び第85

条の10第２項

において準用

する第26条第

２項の規定に

よる証明に関

すること。

１　第43条第２

項の規定によ

る認可に関す

ること。

１　第42条にお

いて準用する

民法第56条の

規定による仮

理事の選任に

関すること。

農業災害補償法

に 関 す る こ と

（農業共済組合

に係るものにあ

つては、主たる

事務所が所管区

域内にある農業

共済組合に係る

ものに限る。）。
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　別表第３産業経済部の項農業振興課の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

            

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同課の項自作農維持資金融通

                 

          

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

法に関すること。の項を次のように改める。 

２　第43条第４

項の規定によ

る届出の受理

に関すること。

２　第46条第２

項の規定によ

る認可に関す

ること。

３　第85条の４

第５項の規定

による認定に

関すること。

３　第142条の

５第２項の規

定による命令

に関すること。

４　第85条の10

第１項の規定

による認可に

関すること。

５　第87条の２

第４項の規定

による認可に

関すること。

１　第２条の４

第２項及び第

４項の規定に

よる報告の受

理に関するこ

と。

１　第２条の４

第１項の規定

による承認に

関すること。

農業災害補償法

施行令に関する

こと（農業共済

組合に係るもの

にあつては、主

たる事務所が所

管区域内にある

農業共済組合に

係 るも の に 限 

る。）。 

４　第６条の規

定による家畜

商免許証の再

交付に関する

こと。

４　第６条の規

定による家畜

商免許証の再

交付に関する

こと。

１　第20条第２

項の規定によ

る報告の徴収 

及び立入検査

に関すること。

１　第19条の９

第１項の規定

による指示に

関すること。

農林物資の規格

化及び品質表示

の適正化に関す

る法律に関する

こと。
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　別表第３産業経済部の項水産課の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

 

１　第50条第２

項から第４項

までの規定に

よる届出の受

理に関するこ

と。

飼料の安全性の

確保及び品質の

改善に関する法

律に関すること。

１　第17条の２

第３項（第96

条第１項にお

いて準用する

場合を含む。）

の規定による

届出の受理に

関すること。

１　第11条の４

第１項及び第

３項（第92条

第１項、第96

条第１項及び

第100条第１

項において準

用する場合を

含む。）の規定

による信用事

業規程の認可

等に関するこ

と。

１　第43条第１

項（第86条第

２項、第92条

第３項、第96

条第３項及び

第100条第３

項において準

用する場合を

含む。）の規定

による仮理事

の選任等に関

すること。

水産業協同組合

法に関すること。

１　第２条第１

項の規定によ

る公有水面埋

立の免許に関

すること（第

47条第１項の

規定による認

可の申請を除

く。）。

公有水面埋立法

に関すること

（漁港区域に係

るものに限る。）。

２　第13条の２

第１項の規定

による許可に 

関すること。

３　第14条第１

項の規定によ

る許可に関す

ること。

４　第16条第１

項の規定によ

る許可に関す

ること。

５　第22条第１

項の規定によ

る竣功認可に

関すること。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同課の項漁業法に関すること。

  

                 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

の項総合支庁長専決事項の欄中第８項を第10項とし、第７項を第９項とし、第６項の次に次の２項を加える。

　７　第67条第４項の規定による海区漁業調整委員会の指示の取消しに関すること。

　８　第100条の規定による委員の解任に関すること。

　別表第３産業経済部の項水産課の項漁業法に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄に次の３項を加える。

　１　第65条第７項の規定による意見の聴取（海面に係るものに限る。）に関すること。

　２　第67条第９項の規定による催告（海面に係るものに限る。）に関すること。

　３　第67条第11項の規定による命令（海面に係るものに限る。）に関すること。

　別表第３産業経済部の項水産課の項山形県内水面漁業調整規則に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄中

６　第23条第１

項ただし書の

規定による許

可に関するこ

と。

７　第27条第１

項の規定によ

る許可に関す

ること。

８　第27条第３

項の規定によ

る協議に関す

ること。

９　第30条の規

定による命令

に関すること。

10　第31条の規

定による命令

に関すること。

11　第33条の規

定による事実

更正等の措置

に関すること。

12　第35条の規

定による原状

回復義務の免

除等に関する

こと。

１　第17条の２

第３項（第96

条第１項にお

いて準用する

場合を含む。）

の規定による

届出の受理に

関すること。

１　第11条の４

第１項及び第

３項（第92条

第１項、第96

条第１項及び

第100条第１

項において準

用する場合を 

含む。）の規定

による信用事

業規程の認可

等に関するこ

と。

１　第43条第１

項（第86条第

２項、第92条

第３項、第96

条第３項及び

第100条第３

項において準

用する場合を

含む。）の規定

による仮理事

の選任等に関

すること。

水産業協同組合

法に関すること。
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第４項を第７項とし、第３項の次に次の３項を加える。

　４　第32条第１項の規定による許可（種卵確保のために実施するさけの採捕に係るものを除く。）に関すること。

　５　第32条第５項の規定による報告の受理に関すること。

　６　第32条第７項の規定による許可に関すること。

　別表第３産業経済部の項水産課の項山形県海面漁業調整規則に関すること。の項を次のように改める。

 

              

               

               

１　第７条の規

定による許可

に関すること。

１　第30条第１

項の規定によ

る許可又は認

可の取消しに

関すること。

山形県海面漁業

調整規則に関す

ること。

２　第16条第１

項の規定によ

る許可に関す

ること。

２　第31条第１

項の規定によ

る許可の取消

しに関するこ

と。

３　第19条の規

定による許可

証の書換え交

付及び再交付

に関すること。

 

３　第32条第１

項及び第２項

の規定による

許可又は認可

の内容の変更、

制限又は条件

の付加及び取

消し並びに操

業の停止に関

すること。

４　第20条第１

項の規定によ

る許可証の返

納の受理に関

すること。

４　第45条第１

項の規定によ

る命令に関す

ること。

 

５　第20条第２

項の規定によ

る届出の受理

に関すること。

５　第46条第１

項の規定によ

る船舶への乗

組みの制限及

び禁止に関す

ること。

６　第21条第１

項の規定によ

る認可に関す

ること。

６　第47条第１

項の規定によ

る命令に関す

ること。

７　第25条第１

項の規定によ

る定数の定め

に関すること。

７　第48条の規

定による命令

及び封印に関

すること。

８　第26条第３

項の規定によ

る基準の定め

に関すること。
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　別表第３産業経済部の項森林整備課の項森林法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄第２項中「第34条

の２第１項」を「第34条の３第１項｣に改め、同課の項分収造林契約に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄

第１項中「緑資源公団」を「独立行政法人緑資源機構」に改め、同表建設部の項用地課、西村山用地課、北村山用

地課及び西置賜用地課の項土地収用法に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄第１項を次のように改める。

　１　第11条第２項の規定による許可に関すること。

　別表第３建設部の項用地課、西村山用地課、北村山用地課及び西置賜用地課の項土地収用法に関すること。の項

総合支庁部長専決事項の欄中第６項を第９項とし、第２項から第５項までを３項ずつ繰り下げ、第１項の次に次の

３項を加える。

９　第28条第１

項第２号の規

定による船舶

の合計総トン

数の定めに関

すること。

10　第28条第１

項第３号の規

定による漁業

の定めに関す

ること。

11　第29条第２

項の規定によ

る届出の受理

に関すること。

12　第31条第４

項及び第５項

の規定による

届出の受理に

関すること。

13　第41条第１

項の規定によ

る許可に関す

ること。

14　第44条第１

項及び第７項

の規定による

許可に関する

こと。

15　第44条第５

項の規定によ

る報告の受理

に関すること。

16　第50条の規

定による届出 

の受理に関す

ること。

17　第52条の規

定による漁業

の定めに関す

ること。
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　２　第12条第１項の規定による通知に関すること。

　３　第14条第１項の規定による許可に関すること。

　４　第14条第２項の規定による通知に関すること。

　別表第３建設部の項建築課、西村山総務建築課、北村山総務建築課及び西置賜総務建築課の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

         

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別表第４第１号の表事務局長専決事項の欄第１項中「学長又は校長専決事項の欄第１項」を「学長又は校長専決

事項の欄第１項及び第３項」に改め、同別表第４号の表中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、「高等技術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

専門校長及び」を削り、

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

 

４　第13条の規

定による登録

事項の訂正等

の指示に関す

ること。

４　第13条の規

定による指示

に関すること。

１　第５条第２

号ロの規定に

よる認定に関

すること。

高齢者の居住の

安定確保に関す

る法律施行規則

に関すること。

２　児童虐待の防止等に関する法律第11条第２項の規定による保護者に対する勧告に関

　すること。

２　児童虐待の防止等に関する法律第11条第２項の規定による勧告に関すること。 　　

　（身体障害者更生相談所長の専決事項）

１　身体障害者福祉法に関することのうち次に掲げる事項

　(1) 第15条第１項の規定による申請の受理に関すること。

　(2) 第15条第４項の規定による身体障害者手帳の交付に関すること。

　(3) 第15条第５項の規定による通知に関すること。

　(4) 第16条第１項の規定による身体障害者手帳の返還の受理に関すること。

　(5) 第16条第２項の規定による命令に関すること。

２　身体障害者福祉法施行令に関することのうち次に掲げる事項

　(1) 第５条第１項の規定による諮問に関すること。

　(2) 第５条第２項の規定による請求に関すること。

　(3) 第６条第１項及び第２項の規定による通知に関すること。

　(4) 第７条の規定による通知の受理に関すること。

　(5) 第９条第１項の規定による身体障害者手帳交付台帳の整備に関すること。

　(6) 第９条第２項及び第４項の規定による届出の受理に関すること。

　(7) 第９条第６項の規定による通知に関すること。

　(8) 第９条第７項の規定による記載事項の消除に関すること。

　(9) 第10条第１項及び第３項の規定による身体障害者手帳の再交付に関すること。

１　歳出予算の配当替えを受けた額の範囲内で用地の借入れに係る支出負担行為をする

　こと。
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　「

　別表第５職員研修所の項中　　　　　　　　を　　　　　　　　に改め、同表国民文化祭推進事務局の項を削

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　」　

り、同表中「及び保健医療短期大学」及び「高等技術専門校及び」を削る。

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

　(1)　別表第３保健福祉環境部の項環境課の項の改正規定（同項使用済自動車の再資源化等に関する法律に関する

こと。の項総合支庁長専決事項の欄第３項並びに同課の項使用済自動車の再資源化等に関する法律に関するこ

と。の項総合支庁部長専決事項の欄第12項から第19項まで、第22項（使用済自動車の再資源化等に関する法律

第130条第１項に係る部分に限る。）及び第23項に係る部分に限る。）　平成16年７月１日

　(2)　別表第３保健福祉環境部の項環境課の項の改正規定（同項使用済自動車の再資源化等に関する法律に関する

こと。の項総合支庁長専決事項の欄第１項及び第２項並びに同課の項使用済自動車の再資源化等に関する法律

に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄第１項から第11項まで、第20項、第21項及び第22項（使用済自

動車の再資源化等に関する法律第130条第２項に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）　平成17年１月１日

１　歳出予算の配当替えを受けた額の範囲内で用地の借入れに係る支出負担行為をする

　こと。

　（森林研究研修センター所長の専決事項）

１　森林法第187条第５項の規定による林業改良指導員資格試験の実施に関すること。

２　林業専門技術員及び林業改良指導員の任用資格の認定に関すること。

次長 副所長 
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